
下水道事業の広域化について

長浜市 都市建設部 下水道事業局

令和８年３月

長浜市下水道事業審議会（諮問）
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【資料１－２】



下水道ビジョン（令和6年策定）における
広域化とは
滋賀県は、平成３０年７月１３日に検討を行う場として、県内全市町と県の
関係部局で構成される「滋賀県汚水処理事業広域化・共同化研究会」を設
置し、取組メニューの検討等を重ね、令和4年１２月１日に「滋賀県汚水処理
事業広域化・共同化計画」を策定しました。
「滋賀県汚水処理事業広域化・共同化計画」は、県および県内全市町に
よる汚水処理施設の整備計画と整合を図りながら、今後も取組状況の点検
等を行い、必要に応じて適宜計画の見直しを行うとされています。
本市では、農業集落排水施設を段階的に下水道へ接続することでハード
連携を進め、ソフト連携メニューの検討に参加し、広域化・共同化へ取組みま
す。

農業集落排水処理施設を公共下水道へ接続することを広
域化としている。

※第２次下水道ビジョンより抜粋
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下水道ビジョンにおける広域化の状況

公共下水道 公共下水道 公共下水道 公共下水道

接続年月（予定） 接続年月 接続年月（予定） 接続年月

鳥羽上 R8.4 R8.12予定 川並 R12.4 ―

常喜・本庄 R7.4 R7.10 公共下水道へ接続 下余呉 R11.4 ―

八条 R7.4 R7.4 公共下水道へ接続 中之郷 R13.4 ―

泉・国友郷 R7.4 R7.4 公共下水道へ接続 東野 R14.4 ―

神田 R7.4 R7.1 公共下水道へ接続 片岡南部 R15.4 ―

西黒田南 R8.4 R8.6予定 坂口 R10.4 ―

浅井地域 七尾南 R7.4 R6.7 公共下水道へ接続 小谷、柳ヶ瀬 R17.4 ―

南浜 R6.4 R5.12 公共下水道へ接続 八田部 R14.4 ― 大浦処理区に統合

下八木 R6.4 R5.9 公共下水道へ接続 山門・中 R17,4 ― 大浦処理区に統合

早崎 R6.4 R5.9 公共下水道へ接続 庄 R16.4 ― 大浦処理区に統合

難波 R6.4 R6.4 公共下水道へ接続 黒山 R15,4 ― 大浦処理区に統合

尾上 R8.4 R9.4以降 岩熊 R18.4 ― 塩津浜処理区に統合

湖北西 R7.4 R6.8 公共下水道へ接続 山田・小山 R13.4 ― 大浦処理区に統合

山本 R7.4 R7.4 公共下水道へ接続 塩津北 R20.4 ― 塩津中部地区に統合

津里・石川 R8.4 R8.12予定 余 R19.4 ― 塩津中部地区に統合

賀・小今 R7.4 R7.9 公共下水道へ接続

丁野・二俣 R8.4 R7.4 公共下水道へ接続

小谷南 R9.4 R8.10予定

上下山田 R9.4 R9.4以降

高月地域 馬上 R9.4 R9.4以降

≪余呉、西浅井地域≫

余呉地域

西浅井地域

地域名 処理区名 備考地域名 処理区名

【農業集落排水施設の公共下水道への接続状況】

≪長浜、浅井、びわ、湖北、高月地域≫

備考

長浜地域

びわ地域

湖北地域
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全国的な下水道事業を取り巻く環境及び
長浜市の現状
施設

老朽化の進行による事故の多発、耐震化の遅れやリダンダンシーの不足、災害リスクの増大
年間約2,600件の下水道起因道路陥没事故の発生

※長浜市においても、高月町宇根で道路陥没が発生

経営

人口減少等による収入減少と維持管理・更新費の増大により経営は厳しさを増すことが確実

※長浜市の下水道使用料（公共＋農排）についても、 R４年度 ２，１８２，５７７千円
R５年度 ２，１４３，４０９千円 R６年度 ２，１３９，４９８千円 と減少傾向
また、昭和６２年～平成１７年にかけて集中的に整備を行ってきた下水道管路の更新が、耐用年数（５０年）
を迎える令和１９年から始まり、更新費が増大する。

組織

下水道事業に携わる職員数はピーク時から約４割減少し、組織体制の脆弱化が深刻化
少人数で運営する事業体が大半を占め、施設管理や経営の見直し等を検討する余力・ノウハウが不足

※長浜市においても、下水道担当職員が年々減少し、専門技術者や経営担当者の育成が困難になってきてい
るが、令和８年度より組織機構を見直し、新たに「下水道事業部」を創設し、そういった課題に取り組む予定
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国の方針
上下水道政策の基本的なあり方検討会において

（１）複数自治体による事業運営の一体化を推進

①国の基本方針策定や各主体の責務の明確化、都道府県による広域連携の推進
②様々な広域連携の取組を可能とする制度の充実
③事業運営の一体化に向けた取組を支える財政支援 （個別補助事業）
④事業運営の一体化に取り組みやすくする仕組み
⑤事業運営の一体化の規模等の考え方とメリットの共有 （少なくとも10万人程度の人口規模を確保）
⑥地元企業が長期的に安定して参画できる広域型の「水の官民連携」の推進

（２）集約型・分散型のベストミックスによる施設の最適配置

（３）上下水道を将来に繋ぐための人材確保・育成

①人材確保に向けた広報手法の確立と産学官連携体制の構築
②生産性向上による処遇・労働環境改善
③広域的な人材確保・育成のネットワーク構築

（４）老朽化対策を着実に進める経営の実現

①危機感を共有する経営課題の見える化 （維持管理情報の公表）
②更新を見据えた適正な料金設定の考え方の明確化 （算定基準の明確化や収支見通しの公表）
③経営基盤強化の加速化

これらの取組を国主導により加速化！！
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地方自治法上の共同処理の概要
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県内の下水道事業の状況及び
地方公営企業法適用状況について

彦根市の農業集落排水事業は、公共下水道へ全て接続され廃止予定のため法適化されない。
栗東市の農業集落排水事業は、法適化を現在検討されている。

現状、法適化を予定していないのは、長浜市のみ。

大津市 彦根市 長浜市 近江八幡市 草津市 守山市 栗東市 甲賀市 野洲市 湖南市 高島市 東近江市 米原市
流域公共 流域公共 流域公共 流域公共 流域公共 流域公共 流域公共 流域公共 流域公共 流域公共 流域公共 流域公共 流域公共
（湖南中部） （東北部） （東北部） （湖南中部） （湖南中部） （湖南中部） （湖南中部） （湖南中部） （湖南中部） （湖南中部） （高島） （湖南中部） （東北部）
（湖西） （東北部）

単独公共 単独公共 単独公共

農集
農集 小規模 農集 農集 農集 農集 農集

個別

大津市 彦根市 長浜市 近江八幡市 草津市 守山市 栗東市 甲賀市 野洲市 湖南市 高島市 東近江市 米原市

滋賀県内における下水道事業の状況について

下水道事業

農集

林業

下水道事業
農集等

（法適）

滋賀県内における下水道事業の地方公営企業法適用状況について

公共

（法適）

公共

（法適）

公共

（法適）

公共

（法適）

公共

（法適）

公共

（法適）

公共

（法適）

公共

（法適）

公共

（法適）

公共

（法適）

公共

（法適）

公共

（法適）

公共

（法適）

農集

（法非適）

農集等

（法非適）

農集

（法適）

農集

（法非適）

農集

（法適）

農集

（法適）

農集

（法適）
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諮問内容
１．国の広域化・共同化の方針を踏まえた「広域化」の定義について

現状の長浜市下水道ビジョンの「広域化」の定義
農業集落排水処理施設を公共下水道へ接続することを「広域化」と位置付け
長浜市の単独での事業を「広域化」としている。

≪国の方針≫
「複数自治体による事業運営の一体化を推進」
事業運営規模・・・少なくとも１０万人程度の人口規模
財政支援・・・・・・・個別補助事業の創設

今後の動向に素早く対応していくため、広域化の定義につい
て整理が必要！！
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諮問内容
２．農業集落排水事業への地方公営企業法の早期適用について

現状の長浜市下水道ビジョンにおける「地方公営企業法の適用」の考え方
農業集落排水処理施設の再編後（公共下水道への接続、西浅井地区の施設統合）をもって公共下水
道と合わせて下水道事業会計として一本化し、事業全体の経営を掌握する。

≪近隣自治体の状況≫
長浜市を除き、県内の全ての市が地方公営企業法を適用済、または、適用を検討中

今後、複数自治体による事業統合を視野に入れる場合、会計
制度・経営手法の統一が前提となることから、本市においても

早期に地方公営企業法を適用することが必要！！
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